
児童手当に係る個人情報の流れ

新宿区

提 出

児童手当
児童扶養手当
児童育成手当

ひとり親家庭の医療費助成
システム

申請者

認定請求書・現況届

ホスト連携DBサーバ
（情報システム課管理）

児童福祉総合システム
（情報システム課情報システム統合基盤）

【改修後】
児童手当の多子加算(第3子以降)に係る算定児童年齢を拡大し、システムへの

入力を可能とし、審査を行う。

連携税務DB

連携住民DB

審 査
郵 送

決定通
知書等

帳票の作成

認定兼支払通知書（紙）
（新規申請及び現況届）

申請書

（資料８６－１）

ホストコンピューター

税務DB

住民DB

ホスト端末

取込みボタン
の押下

※ボタン押下後、
自動的に連携が
行われる。

児童手当法の一部改正に伴い、以下の
内容についてシステム改修を行う。
（１）所得制限の撤廃
（２）高校生年齢までの支給期間延長
（３）多子世帯への増額(第３子以降
３万円)
（４）支払回数６回(隔月)へ増加
（５）算定児童年齢(22歳まで)拡大

※グレー吹き出しが改正部分。

・特定相手以外との通信不可
・ネットワーク機器やサーバの制御
・通信内容の暗号化
・外部からの攻撃防御（ファイア
ウォール の設置、サーバの要塞化、
侵入検知、セキュリティパッチの適
用等）

・ウィルス対策
・最新のパターンファイルの適用
・ＩＤ／パスワード等認証
・ファイルのパスワード設定
・アクセス制御
・システムネットワーク状態等の監視
・アクセスログ取得
・サーバ冗長化 ・バックアップ
・入退室管理
・国内法が適用されるサーバ環境


